
つるみ区民活動センター利用ガイドライン 

令和５年３月 13 日 

つるみ区民活動センターの利用について 
 

  平素よりつるみ区民活動センターの利用について御協力をいただきありがとうございます。 

当面の利用方法を以下の通りとさせていただきます。御理解・御協力の程よろしくお願いいたします。 

 

＜運用期間＞ 

令和５年３月 13 日（月） ～ 当面の間  

 

＜来所時のお願い＞ 

〇手指消毒等、基本的な感染対策に御協力ください。 

○機材の貸出については事前に御予約をお願いします。 

 

＜ミーティングスペース、会議室について＞ 

〇各室の定員の 100％以内を利用可能人数とします。 

※各室の混雑回避のため調整させていただく場合があります。  

      ○３密を避けるため、部屋の換気等に御協力をお願いします。 

 

＜コピー機・リソグラフ・紙折り機について＞ 

〇利用に際しては事前に御予約をお願いします。 

 

お問合せ 

つるみ区民活動センター（鶴見区役所 2 階） 電話：５１０－１６９４ FAX:５１０－１７１６ 

                             メール：tr-kuminkatsudouc@city.yokohama.jp 


